
1はじめに
「大法人の電子申告義務化」、皆さんには聞き慣れた
フレーズでしょうか。
国税庁では、「大法人の電子申告義務化」が円滑に

導入されるよう、組織を挙げて制度の周知・広報、相
談、指導などに丁寧に取り組むとともに、電子申告の
環境整備としてのシステム開発などを着実に進めてい
ます。
本稿では、「大法人の電子申告義務化」について、

皆さんの理解を更に深めていただくため、電子申告義
務化制度の導入経緯等、概要、電子化促進のための環
境整備を説明していきます。

2電子申告義務化制度の導入経緯等
まずは、「大法人の電子申告義務化」が始まること

となった経緯について説明します。
平成28年9月に「経済社会の構造改革を進める上

で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総
合的に調査審議すること」を目的として設置された規
制改革推進会議で、規制改革、行政手続の簡素化、IT
化を一体的に進めるべき重点分野の一つとして「国
税」分野が選定され、行政手続コストの削減目標が検
討されることとなりました。
その後、「行政手続部会取りまとめ（平成29年3月
29日　規制改革推進会議行政手続部会決定）」で「電
子申告の義務化が実現されることを前提として、大法
人の法人税・消費税の申告について、電子申告（e-Tax）
の利用率100％」との数値目標が設定された後、平成
29年6月に、期限を定めて確実に改革の実現を図って
いくための「未来投資戦略2017」及び「規制改革実
施計画」が閣議決定され、この「行政手続部会の取り
まとめに沿って、積極的かつ着実に行政手続コストの
削減に向けた取組を進める」こととされました。

これらを踏まえ、平成30年度税制改正において、
大法人の法人税等の申告について電子申告の義務化が
法制化され、令和2年4月1日以後に開始する事業年
度等から、資本金1億円超などの要件に該当する大法
人は、法人税等についてe-Taxによる申告が義務化さ
れました。
これを受けて、財務省では、平成30年3月末に

「『行政手続コスト』削減のための基本計画」を改定
し、大法人の法人税・消費税のe-Tax利用率を100％
とする目標を設定するとともに、申告書の電子化促進
のための環境整備を行うこととなりました。

3電子申告義務化制度の概要
（次頁図1－1及び図1－2参照）

電子申告義務化制度の概要は次のとおりです。

（１）対象税目
申告手続が一体として行われるものを一手続として
数えると、法人税及び地方法人税、消費税及び地方消
費税の実質二手続が義務化の対象となりますが、その
他に地方税の法人住民税及び法人事業税が義務化の対
象となります。

（２）対象法人の範囲
法人税及び地方法人税は、①内国法人のうち、その
事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超
える法人と、②相互会社、投資法人及び特定目的会社
が対象となります。
なお、②は、資本金の額等にかかわらず一律対象と
なります。
消費税及び地方消費税は、法人税等の義務化の対象
法人に加え、国及び地方公共団体が対象となります。
また、資本金の額等が1億円超であるかどうかは、
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【図1－2：電子申告義務化制度の概要（2/2）】

電子申告義務化制度の概要

【制度の概要】
４ 対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

５ 届出規定
電子申告の義務化の対象となる法人は、納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を

記載した届出書 「 による申告の特例に係る届出書」 を提出することが必要。

６ 適用日
令和２年４月１日以後に開始する事業年度 課税期間 から適用

７ 例外規定
電気通信回線の故障、災害その他の理由により を使用することが困難であると認められる場合に

おいて 注 、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前
の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することが可能。

区分 具体的なケース
災害 自然災害・サイバー攻撃・停電等により企業内のインターネット環境に障害が発生し、オンライン手続が一時的に不能となった場合

その他の理由 経営成績の悪化（経営破たん）等により、インターネットの利用契約を解除した場合

（注 ）電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例

【図1－1：電子申告義務化制度の概要（1/2）】

電子申告義務化制度の概要

【制度の概要】
１ 対象税目 注

法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税

２ 対象法人の範囲 注

法人税及び地方法人税
① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の
額（以下「資本金の額等」という。）が 億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
消費税及び地方消費税
に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

３ 対象手続
確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付
申告書（以下これらを総称して「申告書」という。）

（注 ） 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化される。
（注 ） 義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれない。
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「事業年度開始の時」に判定します。消費税等の申告
で、期間特例を受けている法人の各課税期間の消費税
等の申告は、「課税期間開始の時」に判定することに
なります。

（３）対象手続
確定申告書だけでなく、中間（予定）申告書、仮決

算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書が対象に
なります。

（４）対象書類
「申告書及び申告書に添付すべきものとされている
書類の全て」となっているので、「財務諸表」や「勘
定科目内訳明細書」等の全てが対象となります。

（５）届出規定
対象となる法人は、納税地の所轄税務署長に対し、

適用対象事業年度等を記載した「e-Taxによる申告の
特例に係る届出書」を提出する必要があります。
なお、この届出書は既にe-Taxを利用している場合

にも提出する必要があります。

（６）適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度（課税期

間）から適用になります。

（７）例外規定
電子申告義務化制度には例外規定があり、書面申告

が可能な場合があります。図1－2の下段の表に具体
的なケースを例示しました。災害であれば、自然災害
やインターネット回線の故障などによりオンライン手
続が一時的に不能になった場合、その他、経営破たん
等によりインターネットの利用契約を解除した場合等
が挙げられます。このようなケースに該当した場合に
は、納税地の所轄税務署長の事前承認を受けることで
書面で申告書の提出ができます。
なお、災害などにより書面による申告書の提出もで

きない場合は、従来からの制度である「申告期限の延
長」を申請してください。

4申告書の電子化促進のための環境整備
（次頁図2参照）

続いて、「申告書の電子化促進のための環境整備」
として導入する利便性向上施策です。
図2に示している各施策は、納税者である各企業の

皆様や税理士会などから頂いたご意見・ご要望を踏ま
え、技術的な対応可能性やコスト面などの観点から検
討を行い実施することとなったものです。
具体的な項目は16項目ありますが、その中でも、

法人税申告書を作成するに当たって利便性の向上が図
られる施策と地方税との連携により実現する施策であ
る10項目（図2③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑪、⑫、
⑬、⑯）をそれぞれ個別に説明します。その他の施策
については、是非e-Taxホームページ（https://www.
e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm）をご覧く
ださい。
なお、これらの利便性向上施策は、電子申告の義務
化の対象となっていない法人も利用可能です。

（１）③勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
（次頁図3－1参照）

勘定科目内訳明細書は、大法人の場合、記載件数が
膨大になること、また、多くの法人は、取引の相手先
を支店や事業所ごとに管理しているので、明細書記載
のために相手先別に名寄せすることが大変とのご意見
がありましたので、記載内容を簡素化できるようにし
ました。
例えば、売掛金の内訳書は、これまでは期末現在高
が50万円以上のものを個別に記入し、その他は一括
集計し記載するようお願いしていました。
しかし、平成31年4月以後に終了する事業年度の
申告からは、記載すべき件数が100件を超える場合に
は、図3－1「見直し後」のとおり、上位100件（個
別に99件記載し、100件目にその他合計分）を記載
する方法（記載省略基準の柔軟化）か、支店・事業所
別の合計金額を記載する方法（記載単位の柔軟化）の
いずれかを選択できるようになりました。
併せて、貸付金や受取利息の内訳書の「貸付理由」
欄や借入金及び支払利息の内訳書の「借入理由」欄等
は記載欄そのものを削除し、記載不要とするなどの見
直しも行いました。
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【図2：利便性向上施策一覧】

申告書の電子化促進のための環境整備
【利便性向上施策一覧】
施 策 名 № 概 要 施行予定 利用開始

提出情報等
のスリム化

① イメージデータ（ 形式）で送信された添付書類の紙原本の保存不要化 平成 年４月以後の申請等
実施済

② 土地収用証明書等の添付省略（保存義務への転換）【書面申告も同様】 平成 年４月以後
終了事業年度の申告 実施済

③ 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化【書面申告も同様】 平成 年 月以後
終了事業年度の申告 実施済

データ形式
の柔軟化

④ 法人税申告書別表（明細記載を要する部分）のデータ形式の柔軟化（
形式） 令和元年５月以後の申告 実施済

⑤ 勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化（ 形式） 令和元年５月以後の申告 実施済
⑥ 財務諸表のデータ形式の柔軟化（ 形式） 令和２年４月以後の申告

提出方法の拡充
⑦ の送信容量の拡大 平成 年１月以後の申告 実施済

⑧ 添付書類の提出方法の拡充（光ディスク等による提出） 令和２年４月以後の申告

提出先の
ワンスオンリー化

⑨ 連結納税の承認申請関係書類の提出先の一元化【書面申告も同様】 平成 年４月以後の
加入・離脱等 実施済

⑩ 連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化 令和２年４月以後
終了事業年度の申告

⑪ 法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要 令和２年４月以後の申告

認証手続
の簡便化

⑫ 委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告を可能 平成 年４月以後の申請等
実施済

⑬ 法人税申告における自署押印規定の見直し【書面申告も同様】 平成 年４月以後
終了事業年度の申告 実施済

その他
⑭ 受付時間の更なる拡大 平成 年１月以後の申告 実施済
⑮ 法人番号の入力による法人名称等の自動反映 令和元年５月以後の申告 実施済
⑯ 法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除 令和２年３月以後の申告

【図3－1：勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化】

申告書の電子化促進のための環境整備

【③勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化（書面申告も同様）】 実施済：
平成 年４月以後終了事業年度の申告より適用

勘定科目内訳明細書について、①記載省略基準の柔軟化（件数基準の創設）、②記載単位の柔軟化などの見直しを行った。

見直し前 見直し後

例：売掛金（未収入金）の内訳書
記載要領において、

① 期末現在残高が 万円以上であれば、全て記載
② 相手先単位での記載（名称、所在地別）

等を定めている。

例：売掛金（未収入金）の内訳書
記載すべき相手先が 件超の場合、
① 期末現在残高が 万円以上 上位 件の記載
② 相手先単位での記載 支店、事業所別の記載
とすることで、法人が記載方法について選択可能とする。
注 １ 買掛金 未払金・未払費用 の内訳書等、記載量が多くなる傾向にある

ものも①と同様の見直し。
２ 受取手形の内訳書等、相手先を記載単位としているものも②と同様の見

直し。

※ 上記の見直しのほか、次の事項について記載内容の簡素化を図った。
・ 貸付金及び受取利息の内訳書の「貸付理由」欄並びに借入金及び支払利子の内訳書の

「借入理由」欄等の削除。
・ 雑益、雑損失等の内訳書における固定資産売却損益に係る記載を不要とした。
・ 仮払金 前渡金 の内訳書、仮受金 前受金・預り金 の内訳書の「取引の内容」欄を「摘
要」欄に変更し、自由記載とした。
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（２） ④法人税申告書別表（明細記載を要する
部分）のデータ形式の柔軟化、⑤勘定科
目内訳明細書のデータ形式の柔軟化

（図3－2参照）
例えば、法人税申告の別表六（一）は、配当等に係

る所得税の税額控除額を計算するための別表で、銘柄
ごとに収入金額や所得税額等の明細を記載する必要が
あります。
また、勘定科目内訳明細書も、前述のとおり明細を

記載する必要があります。その上で、e-Tax送信を行
う場合には、明細記載部分も含めてXML形式（デー
タ・文書の構造を表示するためのテキストデータ）で
送信する必要がありました。
一方で、企業の皆様からは、「企業内のデータを

XML形式に変換するための調整作業が煩雑」、特に、
記載件数が多数に上る大法人の皆様からは、「記載欄
が数社分しかないため、同一の別表等を膨大な枚数作
成する必要が生じ非効率」との指摘をいただきまし
た。そこで、データのXML形式への変換作業や記載
量が多くなる場合に同一別表を複数回作成する作業の
事務負担を軽減するために、令和元年5月以後提出す

る申告から、明細記載部分（別表の明細記載を要する
部分や勘定科目内訳明細書）をCSV形式で提出でき
るようにしました。

（３）⑥財務諸表のデータ形式の柔軟化
（次頁図3－3参照）

現在のところ、財務諸表をe-Taxで送信する場合、財
務諸表データはXBRL形式で提出することとなっていま
す。XBRL形式とは企業開示で使用されている国際的な
標準形式であり、日本でも上場企業の有価証券報告書
はこの形式で提出するよう義務付けられています。当初
は、そのデータを利用することで法人税申告書に添付す
る財務諸表をスムーズに提出できるのではないかと考え
ていましたが、企業の皆様からは、「e-Tax送信のため
の調整作業が煩雑」との指摘を多くいただきました。
作業が煩雑になる主な原因としては、有価証券報告
書で利用できる勘定科目は約6,400に上るのに対し
て、e-Taxで利用できる勘定科目は約1,600であるた
め、勘定科目の名称や順番を変更する等の作業が必要
になることや、有価証券報告書は百万円単位で作成さ
れていることなどから、有価証券報告書用のXBRL

【図3－2：法人税申告書別表（明細記載を要する部分）のデータ形式の柔軟化、勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化】

申告書の電子化促進のための環境整備

【④法人税申告書別表（明細記載を要する部分）のデータ形式の柔軟化】
【⑤勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化】 実施済：令和元年 月以後提出する申告より適用

見直し前

…

企業内のデータをＸＭＬに変換するための調整作業が煩雑。
また、記載量が多くなる場合には、複数回数、同一の別表等を
作成する必要が生じ、非効率。

…
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の

Ｃ
Ｓ
Ｖ
デ
ー
タ

個
別
明
細
部
分

※ ＣＳＶデータ作成用の標準フォーム（ ）を提供予定。

データ ＋ データ

ソフト等
に取込み

Ｃ
Ｓ
Ｖ
化
（※

）

企業内データを変換するための作業が軽減される。記載量が多くな
る場合でも、複数回数、同一別表を作成不要。

別表のうち明細記載を要する部分 注 や勘定科目内訳明細書について、現状のデータ形式（ＸＭＬ形式）に加え、ＣＳＶ
形式による提出が可能となった 国税庁から標準フォームを提供 。
（注 所得税額の控除に関する明細書（別表６ ）など
※ 財務諸表についても同様の施策を実施

税務署
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データを補完する必要があることが挙げられます。
このように、有価証券報告書用とe-Tax用のXBRL

データ間で整合性が取りづらいといった状況となって
いましたので、e-Taxで利用できる勘定科目と有価証
券報告書の勘定科目をシステム的に紐付けできるよ
う、企業開示で標準的に使用されている約6,400の勘
定科目に対して勘定科目コードを国税庁が策定し公表
することとしました。
併せて、令和2年4月以後に提出する申告からは、

勘定科目コードを使用した財務諸表データをCSV形
式で提出できることとし、そのデータを作成するため
の「標準フォーム」を提供する予定です。
これらの対応により、自社の会計データからe-Tax

送信用の財務諸表データと有価証券報告書のXBRL
データを整合的・効率的に作成できるようになると考
えています。

（４）⑦e-Taxの送信容量の拡大
（次頁図3－4参照）

図3－4のとおり、これまでは、e-Tax送信1回当
たりの最大容量が、申告書は10メガバイト、添付書

類は1.5メガバイトでしたが、平成31年1月から、申
告書は20メガバイト、添付書類は8メガバイトにそ
れぞれ拡大しました。
前述の「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」
や「データ形式の柔軟化」と併せることで大半の法人
は全ての書類をオンラインで送信できるようになると
見込んでいます。

（５） ⑧添付書類の提出方法の拡充（光ディス
ク等による提出）

（次頁図3－5参照）
一部の大法人の法人税申告には、租税特別措置法の
適用や海外子会社の数が多数に上るなどの理由で、添
付書類が桁違いに多い場合があり、こうした場合に
は、e-Taxの送信容量の限度を超える、追加送信にも
時間がかかるなど、全てを電子申告しようとすると、
かえって非効率となる可能性があります。
そこで、令和2年4月以後に提出する申告からは、
申告書の添付書類に係る一部のデータを、光ディスク
等で提出できるようにする予定です。ただし、光ディ
スク等で提出する場合もe-Tax送信と同様に添付書類

【図3－3：財務諸表のデータ形式の柔軟化】

申告書の電子化促進のための環境整備

【⑥財務諸表のデータ形式の柔軟化】 ホームページに暫定版を公表済
令和２年４月以後終了事業年度の申告より適用予定

財務諸表について現状のデータ形式（ＸＢＲＬ形式）に加え、ＣＳＶ形式による提出を可能とする（国税庁が勘定科目コー
ドを策定・公表し、それを含めた標準フォームを提供）。
※ 「財務諸表の提出先の一元化」と同時期に実施。

改正前

作成した財務諸表をＸＢＲＬ形式に変換するための調整
作業が煩雑（例えば、使用するソフトウェアに適合するように
勘定科目の順番や名称を変更する等の作業が必要）であ
り、財務諸表を書面で提出しているケースがある。

別表１
等

財 務 諸 表

税務署

郵送等

改正後

※ ＣＳＶデータ作
成用の標準フォーム
（ ）を提供
予定 勘定科目コー
ドも含んだもの 。

データ ＋ データ

別表１ 等

財 務 諸 表 の
デ ー タ

形式による提出を可能とすることにより、財務諸表をデータ変換するための調
整作業が軽減

Ｃ
Ｓ
Ｖ
化(※

)

ソフト等
に取込み

税務署

企業開示において標準的に使用されている勘定科目（約 ）ご
とに国税庁が勘定科目コードを策定・公表する。
民間ベンダーに対しては、ソフトウェアの開発に際し、この勘定科目コード
も採用するよう要請。
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【図3－5：添付書類の提出方法の拡充（光ディスク等による提出）】

申告書の電子化促進のための環境整備

【⑧添付書類等の提出方法の拡充（光ディスク等による提出）】 令和２年４月以後提出する申告より適用予定

別表の一部、財務諸表、勘定科目内訳明細書、その他の第三者作成書類等の添付書類について、光ディスク等による提出を
可能とする。

改正前 改正後

別 表
財 務 諸 表

送信容量の制約により、大容量の申告データ等を送信できない場合等
でも、光ディスク等による提出が可能。

勘 定 科 目
内 訳 明 細 書

そ の 他 の
添 付 書 類

申告データ等の提出方法がオンラインのみによることとされてい
るため、申告データ等の容量が大きくなる場合には、書面で提
出される傾向。

別 表 ( ※ １

財務諸表(※２

勘定科目内訳
明細書(※２
そ の 他 の
添付書類(※３ 光ディスク等

光ディスク等により提出が可能なデータ形式等
※１ 別表等の明細記載部分（ 形式）
※２ 財務諸表・勘定科目内訳書（ 形式）
※３ 第三者作成書類等（イメージデータ ＰＤＦ形式 ）
注 法人税等の申告書別表のうち、 による提出ができないものに

ついては、イメージデータ 形式 での提出も可能。

郵送等

税務署

税務署

【図3－4：e-Taxの送信容量の拡大】

申告書の電子化促進のための環境整備

【⑦ の送信容量の拡大】 実施済：平成 年１月以後提出する申告より適用

送信１回当たり、申告書についてはＸＭＬ形式で現状の２倍の メガバイト（ 枚程度）、添付書類についてはイ
メージデータ（ＰＤＦ形式）で現状の約５倍の８メガバイト（ 枚程度）の送信容量を拡大した。

見直し前

納税者等
ｅ Ｔａｘ

申告書
（ ）
最大
約 枚

添付書類
イメージデータ
（ ）
最大
約 枚

申告等データ送信

納税者等

見直し後

ｅ Ｔａｘ

申告書
（ ）
最大
約 枚

添付書類
イメージデータ
（ ）
最大８
約 枚

申告等データ送信

※ ＸＭＬ形式はＡ４版１枚当たり４キロバイトで、イメージデータ（ＰＤＦ形式）はＡ４版１枚当たり７５キロバイトで換算

	 16 ファイナンス　2019 Nov.

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

06_P10-19_SPOT_03.indd   16 2019/11/08   10:21:36



の種類によって提出できるデータ形式が決まっている
ので注意が必要です。
更に、光ディスク等での提出が認められるのは添付

書類のみであることにも注意してください。

（６） ⑪法人事業税の申告における財務諸表の
提出を不要

（図3－6参照）
現在、国に対する法人税等の申告、地方に対する法

人事業税の申告それぞれに財務諸表の添付が必要と
なっているため、企業の皆様からすると行政機関に対し
て同じ財務諸表を何度も提出している実態があります。
このような実態を解消するために、令和2年4月以

後提出する申告からは、法人税申告書をe-Taxで提出
し、財務諸表が電子データとして添付されている場合
には、法人事業税の申告には財務諸表を提出する必要
がなくなる予定です。
なお、法人事業税の申告に添付が必要な財務諸表

は、情報連携により国税庁から地方団体に提供するこ
ととしています。

（７） ⑫委任を受けた役員又は社員の電子署名
による電子申告を可能及び⑬法人税申告
における自署押印規定の見直し

（次頁図3－7参照）
これまで、法人税等の電子申告に当たり、その認証
手続に関して、二つの問題点が指摘されていました。
一つ目は、法人税法上、法人税の申告書に法人の代
表者と経理責任者の両方の自署と押印が必要であるこ
とを受けて、電子申告の場合も法人代表者と経理責任
者の両方の電子署名と電子証明書が必要であるため、
申告準備に時間と労力を要するということです。
二つ目は、株主総会と申告期限が近接している企業
が多く、株主総会で代表取締役が変更となった際、新
しい商業登記認証などを入手するのに2週間ほどかか
るため、代表取締役の認証取得が申告期限に間に合わ
ない場合があったということです。
これらの問題点を解決するため、平成30年度税制
改正で、平成30年4月以後提出する申告書等からは、
代表者の電子署名の代わりに、電子委任状を添付の
上、委任を受けた役員若しくは社員の電子署名による
ことが可能とされました。また、平成30年4月以後

【図3－6：法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要】

申告書の電子化促進のための環境整備

【⑪法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要】 令和２年４月以後提出する申告より適用予定

法人税の電子申告により財務諸表が提出された場合には、国税・地方税当局間の情報連携により法人事業税の申告におけ
る財務諸表の提出を不要とする。

改正前 改正後

財務
諸表

【国税】
法人税
申告書

税務署

【地方税】

地方自治体財務
諸表

法人
事業税
申告書

法人税の申告、法人事業税の申告それぞれにおいて、財務諸
表の提出が必要であるため、同じ財務諸表を税務署及び地方自
治体それぞれに提出する必要がある。

国税・地方税当局間の情報連携（バックオフィス連携）により法人事業税
の申告における財務諸表の提出を不要とする。

地方自治体

【国税】

【地方税】
法人
事業税
申告書

財務
諸表

財務
諸表

税務署

財務諸表
バックオフィス連携

法人税
申告書
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【図3－7：法人納税者の認証手続の簡便化】

申告書の電子化促進のための環境整備

【⑫委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告を可能】
【⑬法人税申告における自署押印規定の見直し】 実施済：

平成 年４月以後提出する申告・申請より適用

平成 年度税制改正前は、法人税等の申告書については、法人税法第 条の規定により、代表者及び経理責任者の自
署・押印が必要とされていたところ。電子申告にあっては、原則、代表者及び経理責任者の電子署名及び電子証明書を併せて
送信することが必要とされていた。
平成 年度税制改正後は、法人税法第 条が改正され、代表者及び経理責任者の自署・押印は不要となり、法人税
等申告書を電子申告する場合には、経理責任者の電子署名及び電子証明書が不要となった。
また、法人が行う電子申告については代表者の電子署名に代えて、当該代表者から委任を受けた当該法人の役員又は社員
の電子署名によることも可能となった 委任状を添付することが必要 。

改正前

代表者

経理責任者

申告書

電子署名

電子署名

代表者名
経理責任者名

改正後

役員又は社員

電子署名

※ 代表者からの委任があった場合には、役員又は社員の電子署名による提出を認める。

代表者

電子署名

申告書
代表者名

原
則
方
式

申告書
代表者名

委任状

委
任
方
式

代表者

委任

【図3－8：法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除】

申告書の電子化促進のための環境整備

【⑯法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除】 令和２年３月以後提出する申告より
適用予定

総務省と連携して、民間ソフトベンダーへの仕様公開方法の改善や法人税申告情報のインポート機能の実装等を通じて、法
人税及び地方法人二税（法人住民税・法人事業税）の電子申告における共通入力事務の重複排除に向けて取り組む。
※ 地方法人二税（法人住民税・法人事業税）の電子申告手続時において、複数自治体への申告に共通する事項の重複
入力の排除の実現が前提

見直し前 見直し後

【国税】
法人税
申告書

税務署

【地方税】

地方自治体
法人
住民税
申告書

法人
事業税
申告書

法人税の申告、地方法人二税の申告は税務署
及び地方自治体それぞれに行う必要がある。

※施策の実現に向けて、国と地方の情報連携等を推進
・ と の仕様の共通化
・ ソフトと ソフトとの連携機能の実装等

（将来的には、法人税申告と地方法人二税の電子的提出の一元化を目指す。）

地方自治体

【国税】

【地方税】

税務署法人税
申告書

民間ソフトベンダー等により
電子的提出の一元化を検討

法人
住民税
申告書

共通記載事項の
インポート機能の
実現（重複入力排除）

法人
事業税
申告書

	 18 ファイナンス　2019 Nov.

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

06_P10-19_SPOT_03.indd   18 2019/11/08   10:21:37



終了する事業年度の申告からは、代表者及び経理責任
者の自署・押印は不要とされ、電子申告の場合には経
理担当者の電子署名等が不要になりました。

（８） ⑯法人税及び地方法人二税の電子申告に
おける共通入力事務の重複排除

（前頁図3－8参照）
法人税と地方法人二税（法人住民税、法人事業税）

には、重複して入力する項目が多く、「同じ情報を何
度も入力するのは煩わしい」との指摘がありました。
そこで、令和2年3月以後提出する申告から、e-Tax
側で入力したデータのうち、そのまま地方法人二税で
利用可能なデータ（法人名、住所・所在地、代表者名
等）をエクスポートし、地方税電子申告システムの
eLTAX側でインポートするシステムの開発を進めて
います。
将来的には法人税申告と地方法人二税の電子的提出

の一元化を目指しています。

5おわりに
皆さん、「大法人の電子申告義務化」について、理

解を深めていただくことはできましたか。
「大法人の電子申告義務化」は、前述させていただ
いたように、確定申告書に限らず、中間申告書や修正
申告書も対象となります。そのため、3月決算の義務
化対象法人は、令和2年11月末に法人税の中間申告
を電子申告する必要があり、また、消費税の中間申告
が必要な場合や課税期間の特例を適用している場合に
は更に早くなるケースもあります。
電子申告義務化の対象は申告書及び申告書に添付す

べきものとされている書類の全てとなりますので、義
務化対象の法人等の担当の方は、中間申告などに間に
合うよう万全の準備をお願いします。
最後に、本稿によって皆さんが「大法人の電子申告

義務化」に関し、今まで以上に意識を持っていただ
き、今後、「大法人の電子申告義務化」というフレー
ズを耳にしたときに本稿を思い出していただければ幸
いです。
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